
平成12年 1月21日

記 者 発 表 資 料

神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）施設整備実施方針及び

特定事業の選定等について

神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）の施設整備については、民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）の趣旨に沿って、実施方針を定める

とともに、この実施方針に基づき本件事業を特定事業として選定いたしましたので、お知

らせいたします。

また、併せて事業者選定のためのプロポ－ザルにおける審査方法の基本的考え方につい

てお知らせいたします。

〔資 料〕

資料 １ 神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）施設整備実施方針

資料 ２ 特定事業の選定について

資料 ３ 審査方法の基本的考え方

（問い合わせ先）

衛生部衛生総務室

県立大学開学準備担当（内線5034・5035）



資料 １

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）の趣旨に沿っ

て、神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）施設整備事業にかかる実施方針を次のとおり定めた

ので公表します。

平成12年 1月21日

神奈川県知事 岡 崎 洋

神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）施設整備事業実施方針

１ 特定事業の選定に関する事項

１ 事業内容に関する事項

① 事業に供される公共施設等の種類

神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）

② 公共施設等の管理者等の名称

神奈川県知事 岡崎 洋

③ 事業目的

高齢社会で求められる保健・医療・福祉の総合的能力をもつ人材を養成するため、保

健・医療・福祉の総合的人材養成機能、卒後教育機能及び専門実践研究機能を有する県

立大学を設置し、運営する。

④ 事業に必要とされる根拠法令等

事業者は、設計・施工・維持管理等を行うにあたり、必要とされる都市計画、施設建

設、維持管理等に関する関係法令等を遵守する。

⑤ 事業形態

ア 事業者が行う業務の範囲

募集要項等及び提案を基に設計・施工した建物の所有権を県に取得させる。また、

かかる施設に関し、県の示す維持管理業務を行う。

具体的な業務は、次のとおりとする。

(ｱ) 設計及びその関連業務

(ｲ) 建設及びその関連業務

(ｳ) 工事を伴う備品整備業務

(ｴ) 工事監理業務

(ｵ) 周辺影響調査

(ｶ) 電波障害対策

(ｷ) 開発許可、建築確認等の手続業務及び関連業務

（但し、大学設置認可等、文部省及び厚生省に対する諸手続は県が行う）

(ｸ) 県による所有権取得に関する業務

(ｹ) 30年間の割賦販売業務

(ｺ) 引渡し以降平成45年 3月までの次に揚げる維持管理業務

・ 建物保守管理（機能維持のための修繕を含む）

・ 設備保守管理（機能維持のための修繕を含み情報機器等に関する業務を除く）

・ 清掃業務

・ 保安警備業務



・ 環境衛生管理業務

・ 植栽処理業務

（修繕は提案に基づき別途契約、光熱水費は契約対象外）

イ 事業期間

(ｱ) 設計・建設期間 契約に示す日～平成15年 1月

(ｲ) 引渡及び所有権移転の期限 平成15年 1月末日

(ｳ) 開 学 平成15年 4月

(ｴ) 維持管理期間 引渡日 ～ 平成45年 3月

ウ 契約等の締結スケジュ－ル

(ｱ) 平成12年 4月 基本協定

(ｲ) 平成12年 7月 建物等の販売及び維持管理に関する基本契約

(ｳ) 平成13年 3月 建物等の割賦販売に関する付属契約

(ｴ) 平成15年 1月 維持管理業務に関する付属契約

エ 費用の負担

県は、建物の設計・施工等に要する費用（１⑤アにおける（ア）から（ケ）の業務

に関する費用）は30年間の割賦により、維持管理に要する費用（（コ）の業務に関す

る費用）は、付属契約に基づき決定される金額を、事業者に支払う。

これらの支払条件等については、募集要項のとおりとする。

２ 特定事業の選定に関する事項

① 選定方法

当事業をＰＦＩ事業として実施した場合に、財政資金の効率的活用が図られることが

見込まれる場合に限り、特定事業として選定する。

② 選定基準・手順

次の手順により客観的評価を行い、評価の結果を公表する。

ア コスト算出による定量的評価（割引率等、条件の記載を含む）

イ 事業者に移転されるリスク調整

ウ ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価

エ 総合的評価

２ 事業者の募集及び選定に関する事項

１ 募集及び選定スケジュ－ル

本事業は、価格評価のみならず技術評価を併せて総合的な観点から事業者を選定する必

要があることから、公募プロポ－ザルを次のスケジュ－ルで行う。

① 募集要項等配付 平成11年10月19日（火）～10月25日（月）

② 第１回質問受付 平成11年10月25日（月）～10月27日（水）

③ 説明会・第１回質問回答書配付 平成11年11月 5日（金）

④ 第２回質問受付 平成11年11月 8日（月）～11月10日（水）

⑤ 第２回質問回答書配付 平成11年11月22日（月）

⑥ 参加表明書及び資格審査書類の受付 平成11年12月 1日（水）～12月 6日（月）

⑦ 提案要請書の送付 平成11年12月 8日（水）

⑧ 提案書の受付 平成12年 2月 8日（火）～ 2月10日（木）

⑨ 優秀提案・佳作提案の選出、結果通知 平成12年 3月下旬

⑩ 事業者の選定 平成12年 4月下旬



２ 参加資格要件

応募者は、建物等を譲渡する者、建物等を設計する者及び建物等を建設する者を含む２

者又は３者のグル－プ、またはこれと同等の役割を担う能力を有する者とする。

応募者の構成員の資格要件は次のとおりとし、地方自治法施行令第 167条の 4の規定に

該当する者、資格確認基準日（平成11年12月 7日）に県の指名停止中である者、及び本事

業に関わった者は、構成員となることはできないものとする。

①「神奈川県競争入札参加資格者名簿」の関連種目に登録していること。

② 設計企業は、建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っているこ

と。

③ 建設企業は、建設業法第３条の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を

受けた者であること。

３ 応募にかかる提出資料

応募者は、参加表明時及び提案提出時に次の資料を提出する。

なお、各資料の詳細については、募集要項等のとおりとする。

① 参加表明時

ア 参加表明書

イ グル－プ構成表

ウ 参加資格を証する書類の写

② 提案提出時

ア 事業・資金提案書

イ 技術提案書

ウ 維持管理提案書

４ 審査及び選定に関する事項

① 審査に関する事項

県職員及び学識経験者等で構成する審査委員会により、「事業・資金」「技術」及び

「維持管理」の各面から総合的に提案書の審査を行い、優秀提案１、及び若干の佳作提

案を選定する。審査においては、次の事項を重視する。

〇 県の提示条件等に沿った上で、より優れた提案が行われていること

〇 優れた品質管理が行われ、期限までに確実に工事を完工し、建物を県に引き渡

しできること

〇 総事業費の抑制など、財政資金の効率的かつ効果的な使用が図られること

② 事業者の選定

優秀提案を行った応募者と県による協議を行い、協議が整えば事業者とする。協議が

整わない場合には、佳作提案者との協議を行う場合もある。

５ 結果及び評価の公表方法

審査の結果は、講評としてまとめて公表する。

６ 著作権

応募図書の著作権は、それぞれの作成団体に帰属するが、公表・展示・その他県が必要

と認めるときには、県はこれを使用できるものとする。



３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

１ 予想される責任及びリスクの分類・負担

① 基本的考え方

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低

廉で質の高いサ－ビスの提供を目指すものである。本大学の設計・建設・維持管理の

責任は原則として事業者が負うものとするが、県が責任を負うべき合理的な理由があ

る事項については、別途事業者と協議の上、県が責任を負うこととする。

② 予想されるリスクと責任分担

県と事業者の責任分担は、原則として別紙の表によることとし、その負担等につい

ては、契約書等において明確化する。なお、現段階で分担が決定されていないもの等

については、別途協議を行う。

２ 提供されるサ－ビス水準・仕様

選定された事業者は、募集要項等及び提案内容に基づく諸条件に沿って、「県立保健

・医療・福祉系大学整備計画」に定める大学の機能が十分実現できるような、設計・施

工・資金調達及び維持管理を行う。

３ 県による事業の実施状況の監視

① 設計・施工

ア 基本設計時

事業者は、定期的に状況の確認を受けるとともに、提出した工程表に基づき基本

設計完了時に指定された図書を県に提出し、県はこれらの内容の確認を行う。

イ 実施設計時

事業者は、定期的に状況の確認を受けるとともに、提出した工程表に基づき実施

設計完了時に指定された図書を県に提出し、県はこれらの内容の確認を行う。

ウ 工事施工時

事業者は、建築基準法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行い、定期

的に県から工事施工、工事監理の状況の確認を受ける。また、県が要請したときは

工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施工状況の確認を行う。

エ 完成時

事業者は、施工記録を用意して、現場で県の確認を受ける。

② 維持管理

県は、定期的にモニタリングを行い、契約で定められた仕様に達しない場合は、維

持管理料の減額等を行う。事業者は、契約に定められた方法により業務報告書を県に

提出し、県の確認を受ける。

４ 施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

１ 施設の立地条件

① 建設地 横須賀市平成町１丁目１０番

② 敷地面積 37,821.80 ㎡

③ 用途区域・地区等

(ｱ) 用途区域 商業地域

(ｲ) 建ぺい率 80％

(ｳ) 容積率 300 ％



(ｴ) 防火地域等 防火地域

(ｵ) 地区指定 地区計画区域（海辺ニュ－タウン地区）

④ その他

周辺道路・敷地レベル、地質の概要、周辺都市施設概要等については、募集要

項等に記載のとおりとする。

２ 土地の取得等に関する事項

建設予定地は、横須賀市有地であり、事業の遂行に支障のないよう、県と横須賀市で

対処する。建設予定地の借地料は発生しない。

３ 建物等の設計要件等

建物等の配置・外構計画、施設要件及び構造要件等の詳細については、募集要項等に

記載のとおりとする。また、建設費（１１⑤アの(ｲ) 及び (ｳ)）に要する費用）の上限

額を 180億円とする。

５ 事業計画等の解釈に関する疑義が生じた場合の措置に関する事項

事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、県と事業者は誠意をもって協議

するものとし、協議が整わない場合は、契約書等に規定する具体的措置に従う。

また、事業契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所

とする。

６ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項

当事業においては、平成15年 4月 1日に大学が開学され、その運営が適切に行われる

ために、予定された期日までに施設整備が行われ、維持管理業務が継続して行われるこ

とが必要である。そのため、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとる。

１ 事業者に経営破綻の懸念が生じる等事業の継続が困難となった場合

県の指定する者へ契約上の地位を譲渡させる権利を県が保留し、又、一定の場合には

契約書中に定めるその事由ごとの責任の所在による対応方法に従う。

２ 金融機関と県との協議

事業が適正に遂行されるよう、一定の重要事項について、事業者に資金供給を行う金

融機関と県で協議を行うこともあり得る。

７ 金融上の支援等に関する事項

１ 財政上・金融上の支援に関する事項

県は、国が実施することとされている融資制度など財政上・金融上の支援を事業者が

受けられるよう努める。

また、事業者は、財政上・金融上の支援が適用されるよう努力し、同支援が適用され

る場合には、これを県が事業者に対して支払う代金の軽減に充当するべく、県と協議す

る。

２ その他の支援に関する事項

事業実施に必要な許認可に関し、県は必要に応じて協力を行う。

また、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、県と事業



者で協議を行う。

８ その他特定事業の実施に関し必要な事項

１ 議会の議決

「建物等の販売及び維持管理に関する基本契約」の締結にあたっては、神奈川県議会

の議決を経る。

２ 参加協力金

優秀提案及び佳作提案を行った応募者に参加協力金として１００万円を支払う。ただ

し、事業者として選定された者を除く。

３ 実施方針に関する問い合わせ先

本事業に関する問い合わせ先は、次のとおりとする。

神奈川県衛生部衛生総務室 県立大学開学準備担当

郵便番号 231-8588 横浜市中区日本大通１ 神奈川県庁分庁舎６階

電 話 045(210)1111 内線5034、5035

ＦＡＸ 045(210)8862


